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委員協議会
だより

議会は、休会中も、常任委員会の所管区分ごとに構成されている委員協
議会を開催して市側の説明を受け、市政に関する自主的な調査、研究を行
っています。委員協議会は、定例月議会の前に開催されるのが通例ですが、
緊急に開催されることもあります。
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一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

１０
号
）
は
、
決
算
見
込
み
に

基
づ
く
補
正
の
ほ
か
、
国
の

補
正
予
算
に
伴
う
事
業
な
ど

に
つ
い
て
補
正
を
行
う
も
の

で
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
４２

億
７
３
６
３
万
円
を
増
額
す

る
も
の
で
す
。

歳
入
の
主
な
補
正
内
容
は
、

地
方
交
付
税
１５
億
６
９
５
８

万
円
、
市
税
１２
億
３
４
２
２

万
円
、
教
育
・
保
育
施
設
型

給
付
負
担
金
７
億
８
９
５
８

万
円
の
増
額
な
ど
で
す
。

歳
出
の
主
な
補
正
内
容
は
、

小
・
中
学
校
の
外
壁
改
修
や

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
整
備
等
に
係

る
学
校
園
施
設
改
善
事
業
経

費
１４
億
９
０
４
４
万
円
、
防

災
備
蓄
倉
庫
管
理
経
費
２
０

４
３
万
円
、
補
聴
器
購
入
助

成
事
業
経
費
１
１
０
万
円
の

増
額
な
ど
で
す
。

※
１
万
円
未
満
四
捨
五
入

補
聴
器
購
入
助
成
事
業

課
税
、非
課
税
関
係
な
く

助
成
対
象
の
要
件
緩
和
を

質
問

多
数
の
相
談
や
申
請

等
を
受
け
、
補
聴
器
購
入
助

成
事
業
経
費
を
増
額
補
正
す

る
と
の
こ
と
だ
が
、
こ
れ
ま

で
か
ら
求
め
て
き
た
、課
税
、

非
課
税
に
関
係
な
く
助
成
対

象
者
と
す
る
要
件
緩
和
に
つ

い
て
、改
め
て
見
解
を
聞
く
。

答
弁

ニ
ー
ズ
の
さ
ら
な
る

把
握
や
他
市
状
況
な
ど
も
踏

ま
え
、
検
討
を
進
め
る
。

要
望
等

本
事
業
の
趣
旨
が

認
知
症
予
防
で
あ
る
な
ら
ば
、

助
成
対
象
の
要
件
緩
和
を
実

施
す
べ
き
で
あ
る
。

今
回
の
条
例
制
定
は
、
こ

ど
も
誰
で
も
通
園
制
度（
＊

１
）を
実
施
す
る
に
当
た
り
、

児
童
福
祉
法
の
規
定
に
基
づ

く
設
備
や
運
営
の
基
準
を
定

め
る
も
の
で
す
。

な
お
、
施
行
日
は
７
年
４

月
１
日
で
す
。

こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度

保
育
士
の
配
置
基
準
は

認
可
保
育
所
と
同
様
に

質
問

こ
ど
も
誰
で
も
通
園

制
度（
＊
１
）は
、
子
ど
も
の

育
ち
を
主
眼
に
置
い
た
制
度

で
あ
る
た
め
、
職
員
の
配
置

基
準
も
認
可
保
育
所
と
同
様

に
、
１
歳
児
５
人
に
つ
き
保

育
士
１
人
と
す
べ
き
だ
が
、

見
解
を
聞
く
。

答
弁

国
の
基
準
に
準
じ
１

歳
児
６
人
に
つ
き
保
育
士
１

人
と
す
る
。本
制
度
は
、日
々

受
け
入
れ
る
児
童
の
状
況
が

変
わ
る
こ
と
が
一
時
預
か
り

事
業
と
共
通
し
て
お
り
、
同

様
の
基
準
と
し
て
い
る
。

総務委員協議会 ２月１３日
（１）個別避難計画の作成促進に向けた取り組みについて
（２）ふるさと納税の取り組みについて
（３）いじめ対策の取り組みについて
（４）大阪・関西万博への出展について
（５）長期財政の見通しについて
（６）旧中宮北小学校跡地活用について
（７）令和７年国勢調査への対応について
（８）枚方市人材育成基本方針の中間見直しについて
（９）観光施策の展開について
（１０）地域未来投資促進法における大阪府枚方市基本計画（第２期）の作成

について
（１１）奨学金返還支援事業の実施について
（１２）地域計画策定に向けた取り組み及びため池ハザードマップの改定につ

いて
（１３）スポーツ振興に係る基金の創設について

教育子育て委員協議会 ２月１７日
（１）枚方市子ども・若者総合計画（案）について
（２）地域子育て支援拠点のさらなる拡充について
（３）公立保育施設の新たな役割について
（４）まるっとこどもセンター（こども家庭センター）開設後の取り組みに

ついて
（５）児童相談所設置に向けたロードマップ（案）について
（６）いじめ対策の取り組みについて
（７）枚方市児童の放課後を豊かにする行動計画（案）について
（８）中学校部活動地域展開に係る令和７年度の試行実施について

市民福祉委員協議会 ２月１２日
（１）枚方市駅市民窓口センターの状況と今後の窓口業務の展開について
（２）地方税制改正（案）の概要等について
（３）枚方市立総合福祉会館ＥＳＣＯ事業の最優秀提案者の選定について
（４）枚方市地域福祉計画（第５期）の案について
（５）福祉避難所の指定促進について
（６）ひらかたポイント事業について
（７）民生委員・児童委員の負担軽減に向けた取り組みについて
（８）生活困窮者のさらなる自立支援について
（９）働く世代の健康づくりのさらなる推進について
（１０）旧市立くすの木園の跡地活用について
（１１）障害者支援の取り組みの拡充について
（１２）帯状疱疹ワクチンの定期接種の開始について
（１３）市立ひらかた病院におけるＤＸの推進について

建設環境委員協議会 ２月１４日
（１）ひらかたゼロカーボン推進事業（効率的なエネルギー調達と再生可能

エネルギー導入）の事業者選定について
（２）第２次枚方市空家等対策計画の改定について
（３）村野駅西土地区画整理事業及び茄子作土地区画整理事業について
（４）枚方市学校整備計画（第２期実施計画）について
（５）枚方市立小中学校教室等空調設備更新ＤＢＯ事業の事業者の選定につ

いて
（６）枚方市立総合福祉会館ＥＳＣＯ事業の最優秀提案者の選定について
（７）建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律及び建築基準法の

一部改正に伴う手数料の新設等について
（８）枚方市総合交通計画の改定に向けた取り組みについて
（９）人工衛星とＡＩ解析を活用した水道管路の漏水検知について

＊
１

こ
ど
も
誰
で
も
通
園

制
度
…
保
護
者
の
就
労
要
件

を
問
わ
ず
、
０
歳
６
か
月
か

ら
満
３
歳
未
満
の
未
就
園
児

を
対
象
に
、
月
１０
時
間
を
上

限
と
し
て
保
育
園
等
を
利
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
国
が
創

設
し
た
新
た
な
制
度
の
こ
と
。

小・中学校に設置されている
エレベーター

今
回
の
改
正
は
、
こ
ど
も

誰
で
も
通
園
制
度（
＊
１
）を

渚
西
臨
時
保
育
室
に
お
い
て

試
行
実
施
す
る
た
め
、
臨
時

保
育
室
の
設
置
目
的
に
、
当

該
制
度
に
係
る
趣
旨
を
定
め

る
も
の
で
す
。

な
お
、
施
行
日
は
７
年
７

月
１
日
で
す
。

こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度

保
育
士
・
看
護
師
確
保
と

非
課
税
世
帯
等
へ
の
減
免
を

質
問

こ
ど
も
誰
で
も
通
園

制
度（
＊
１
）開
始
に
当
た
り
、

保
育
士
確
保
の
取
組
及
び
支

援
や
医
療
的
ケ
ア
が
必
要
な

子
ど
も
の
受
入
れ
の
た
め
の

看
護
師
配
置
を
聞
く
。ま
た
、

求
め
て
き
た
非
課
税
世
帯
等

へ
の
減
免
の
取
扱
い
を
聞
く
。

答
弁

必
要
な
保
育
士
の
人

員
確
保
に
加
え
、
支
援
の
必

要
な
子
ど
も
等
の
受
入
れ
態

勢
を
整
え
て
い
く
。
ま
た
、

減
免
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は

様
々
な
ケ
ー
ス
に
対
応
で
き

る
よ
う
検
討
し
て
い
く
。

質
問

使
用
料
を
日
額
７
５

０
円
と
し
て
い
る
が
、
免
除

す
る
自
治
体
も
あ
る
。
本
市

も
免
除
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

答
弁

一
時
預
か
り
事
業
と

の
整
合
等
を
踏
ま
え
、
他
の

多
く
の
自
治
体
と
同
様
、
国

が
示
し
た
単
価
設
定
に
基
づ

く
使
用
料
を
設
定
し
て
い
る
。

本
議
案
は
、
社
会
全
体
で

様
々
な
生
活
困
窮
者
の
自
立

支
援
の
充
実
が
図
ら
れ
て
き

た
こ
と
を
踏
ま
え
、
同
支
援

の
た
め
に
実
施
し
て
き
た
、

く
ら
し
の
資
金
貸
付
け
制
度

を
廃
止
す
る
も
の
で
す
。

な
お
、
施
行
日
は
７
年
４

月
１
日
で
す
。

く
ら
し
の
資
金
貸
付
け
制
度

廃
止
は
拙
速
過
ぎ
る

質
問

く
ら
し
の
資
金
貸
付

け
制
度
の
７
年
３
月
廃
止
は

拙
速
過
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
。

答
弁

国
な
ど
の
生
活
困
窮

者
支
援
の
充
実
や
社
会
福
祉

協
議
会
が
実
施
す
る
貸
付
制

度
の
条
件
緩
和
に
鑑
み
、
ま

た
、
３
年
度
以
降
、
当
該
制

度
の
貸
付
実
績
が
な
い
こ
と

も
踏
ま
え
た
結
果
で
あ
る
。

要
望
等

同
協
議
会
の
貸
付

制
度
は
収
入
要
件
を
超
え
て

い
る
場
合
、
果
た
し
て
柔
軟

に
対
応
で
き
る
も
の
な
の
か

甚
だ
疑
問
で
あ
る
。

臨時保育室での保育の様子

今
回
の
改
正
は
、
建
築
基

準
法
及
び
建
築
物
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に

関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に

伴
い
、
審
査
事
務
量
の
増
大

を
踏
ま
え
た
確
認
申
請
等
の

手
数
料
の
改
定
及
び
住
宅
に

係
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
適
合
性
判
定
等
に
係

る
手
数
料
の
新
設
を
行
う
も

の
で
す
。

な
お
、
施
行
日
は
７
年
４

月
１
日
で
す
。

建
築
確
認
申
請

改
正
内
容
の
十
分
な
周
知
と

対
応
の
た
め
の
人
員
確
保
を

質
問

小
規
模
な
住
宅
リ
フ

ォ
ー
ム
な
ど
を
専
門
と
し
、

こ
れ
ま
で
建
築
確
認
申
請
を

し
た
こ
と
が
な
い
中
小
事
業

者
へ
の
改
正
内
容
の
周
知
方

法
に
つ
い
て
聞
く
。

答
弁

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
配

架
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
の
案

内
等
を
行
っ
て
お
り
、
今
後

も
丁
寧
な
周
知
、
相
談
対
応

に
努
め
る
。

要
望
等

改
正
趣
旨
や
内
容

の
十
分
な
周
知
に
加
え
、
担

当
職
員
体
制
の
確
保
及
び
適

切
な
対
応
を
要
望
す
る
。

今
回
の
改
正
は
、
７
年
２

月
に
公
布
さ
れ
た
国
民
健
康

保
険
法
施
行
令
の
改
正
に
合

わ
せ
、
国
民
健
康
保
険
料
の

軽
減
措
置
の
拡
充
と
し
て
、

低
所
得
者
の
保
険
料
の
減
額

基
準
と
な
る
所
得
の
額
を
引

き
上
げ
る
も
の
で
す
。

な
お
、
施
行
日
は
７
年
４

月
１
日
で
す
。

質
問

今
回
の
改
正
に
よ
り
、

７
年
度
の
保
険
料
が
引
下
げ

と
な
る
世
帯
の
割
合
を
聞
く
。

答
弁

６
年
度
と
比
較
し
、

全
加
入
世
帯
の
約
９８
％
で
保

険
料
が
引
き
下
が
る
見
込
み

で
あ
る
。

７
年
度
一
般
会
計
補
正
予

算
（
第
１
号
）
は
、
７
年
４

月
か
ら
定
期
接
種
化
と
な
る

帯
状
疱
疹
ワ
ク
チ
ン
接
種
に

係
る
経
費
の
補
正
を
行
う
も

の
で
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

１
億
９
５
５
１
万
円
を
増
額

す
る
も
の
で
す
。

な
お
、
当
該
定
期
接
種
の

対
象
者
は
、
①
年
度
内
に
６５

歳
に
な
る
人
、
②
年
度
内
に

７０
歳
か
ら
１
０
０
歳
ま
で
の

５
歳
刻
み
の
年
齢
に
な
る
人

（
こ
の
取
扱
い
は
、
５
年
間

の
経
過
措
置
）
、
③
１
０
０

歳
以
上
の
人
（
こ
の
取
扱
い

は
、
７
年
度
の
み
の
経
過
措

置
）
、
④
満
６０
歳
以
上
６５
歳

未
満
で
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ

ル
ス
に
よ
る
免
疫
機
能
障
害

が
あ
り
身
体
障
害
者
内
部
障

害
１
級
と
認
定
さ
れ
て
い
る

人
ま
た
は
主
治
医
に
よ
り
同

程
度
以
上
の
障
害
で
あ
る
こ

と
の
意
見
書
の
交
付
を
受
け

た
人
で
す
。

※
１
万
円
未
満
四
捨
五
入

質
問

帯
状
疱
疹
ワ
ク
チ
ン

定
期
接
種
の
対
象
者
の
う
ち
、

６５
歳
か
ら
１
０
０
歳
ま
で
の

５
歳
刻
み
と
な
る
対
象
年
齢

の
考
え
方
を
聞
く
。

答
弁

対
象
と
な
る
の
は
６５

歳
、
７０
歳
な
ど
の
５
歳
刻
み

で
、
満
年
齢
で
は
な
く
年
度

内
に
当
該
年
齢
を
迎
え
る
人

で
あ
る
。

今
回
の
改
正
は
、
地
方
税

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
が
３
月
３１
日
に
成
立
し
た

こ
と
に
伴
う
も
の
で
す
。

な
お
、
施
行
日
は
７
年
４

月
１
日
で
す
。

議
会
は
、
３
月
２８
日
の
本
会
議
で
、
２
件
の
意
見
書
を
原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

可
決
し
た
意
見
書
（
要
旨
）

意
見
書
と
は
…
市
の
公
益
（
市
民
の
日
常
生
活
に
関
わ
る
公
共
の
利
益
）
に
関
す
る
事
項
に
つ

い
て
、
議
会
の
意
思
と
し
て
議
決
し
、
国
会
ま
た
は
関
係
行
政
機
関
に
提
出
す
る
も
の
で
す
。

性
犯
罪
の
再
犯
防
止
の
取
組
へ
の

支
援
の
強
化
を
求
め
る
意
見
書

政
府
は
、
左
記
の
措
置
を
講
じ
る
よ
う
強

く
求
め
ま
す
。

記

１
�
性
犯
罪
を
し
た
者
に
対
し
、
矯
正
施
設

等
を
出
所
し
た
後
も
自
治
体
に
よ
る
再
犯

防
止
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
を
受
け
る
意
義
に
つ

い
て
啓
発
を
図
る
こ
と
。

２
�
再
犯
防
止
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
へ
の
参
加
に

つ
な
げ
る
た
め
、
性
犯
罪
を
し
た
者
が
矯

正
施
設
等
を
出
所
す
る
際
に
、
当
事
者
の

住
所
等
を
任
意
で
国
に
届
け
出
る
仕
組
み

を
つ
く
り
、
届
出
情
報
を
自
治
体
に
提
供

す
る
こ
と
。

３
�
自
治
体
で
は
、
性
犯
罪
の
再
犯
防
止
に

必
要
な
知
識
や
技
術
を
十
分
に
有
し
て
い

な
い
こ
と
か
ら
、
再
犯
防
止
に
係
る
人
材

の
育
成
に
つ
い
て
支
援
す
る
こ
と
。

〈
提
出
先
〉
内
閣
総
理
大
臣
、
法
務
大
臣
、

厚
生
労
働
大
臣

若
者
の
政
治
参
加
を
促
進
す
る
た
め

の
抜
本
的
改
革
を
求
め
る
意
見
書

我
が
国
の
被
選
挙
権
年
齢
は
、
公
職
選
挙

法
に
よ
り
衆
議
院
・
地
方
議
会
議
員
に
つ
い

て
は
満
２５
歳
以
上
、
参
議
院
議
員
に
つ
い
て

は
満
３０
歳
以
上
と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
最

高
裁
判
所
に
お
い
て
は
、
被
選
挙
権
は
選
挙

権
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
重
要
な
権
利

で
あ
り
、特
に
立
候
補
の
自
由
に
つ
い
て
は
、

「
憲
法
第
１５
条
１
項
の
趣
旨
に
照
ら
し
、
基

本
的
人
権
の
一
つ
と
し
て
、
憲
法
の
保
障
す

る
重
要
な
権
利
で
あ
る
」
と
の
見
解
が
示
さ

れ
て
い
ま
す
。

我
が
国
で
は
、
成
人
年
齢
及
び
選
挙
権
年

齢
で
あ
る
満
１８
歳
に
な
る
と
、
親
の
同
意
を

要
す
る
こ
と
な
く
会
社
を
設
立
し
て
代
表
取

締
役
に
就
任
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
ま

た
、
裁
判
員
や
検
察
審
査
員
と
し
て
重
大
な

刑
事
事
件
等
に
も
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
選
挙
権
年
齢
は
満
２５

歳
以
上
、
満
３０
歳
以
上
と
な
っ
て
い
ま
す
。

一
方
で
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
で
は
、
下
院

に
お
け
る
被
選
挙
権
年
齢
を
満
１８
歳
以
上
と

し
て
い
る
国
は
２３
か
国
で
６０
・
５
％
と
最
も

多
く
な
っ
て
お
り
、
日
本
の
衆
議
院
議
員
と

同
様
に
満
２５
歳
以
上
と
い
う
国
は
５
か
国
で

１３
・
２
％
と
少
数
派
と
な
っ
て
い
る
の
が
現

状
で
す
。
ま
た
、
選
挙
権
年
齢
と
被
選
挙
権

年
齢
を
１８
歳
以
上
に
統
一
し
て
い
る
国
も
半

数
を
超
え
て
い
ま
す
。

加
え
て
、全
国
町
村
議
会
議
長
会
か
ら
は
、

近
年
、
無
投
票
や
定
数
割
れ
と
な
る
議
員
選

挙
が
増
加
し
て
お
り
、
こ
の
ま
ま
増
加
し
続

け
る
と
仮
定
し
た
場
合
、
次
回
の
統
一
地
方

選
挙
ま
で
に
は
、
全
体
の
３
分
の
１
を
超
え

る
３４
・
１
％
の
議
会
に
お
け
る
議
員
選
挙
が

無
投
票
選
挙
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
と
の
見

解
が
示
さ
れ
て
お
り
、
地
域
の
代
表
を
選
出

す
る
選
挙
を
持
続
す
る
た
め
に
も
被
選
挙
権

年
齢
引
下
げ
等
の
対
策
が
求
め
ら
れ
て
い
ま

す
。よ

っ
て
、
国
会
及
び
政
府
は
、
様
々
な
権

利
が
得
ら
れ
る
と
同
時
に
相
応
の
義
務
を
負

う
こ
と
に
な
る
成
人
年
齢
と
の
均
衡
や
、
選

挙
権
年
齢
と
被
選
挙
権
年
齢
を
一
致
さ
せ
て

い
る
国
際
的
な
潮
流
を
踏
ま
え
、
被
選
挙
権

年
齢
を
満
１８
歳
以
上
に
引
き
下
げ
る
と
と
も

に
、
若
者
の
政
治
参
画
を
促
進
す
る
た
め
、

立
候
補
時
の
年
齢
に
応
じ
た
供
託
金
の
見
直

し
や
地
方
議
会
議
員
の
報
酬
の
在
り
方
、
さ

ら
に
は
、
若
者
団
体
の
活
動
継
続
に
必
要
な

支
援
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
、
抜
本
的
な
改

革
を
講
じ
る
よ
う
強
く
求
め
ま
す
。

〈
提
出
先
〉
衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議
長
、

内
閣
総
理
大
臣
、
総
務
大
臣

＜ ７ ＞ 令和７年（２０２５年）５月１日 枚 方 市 議 会 報 第３５６号


